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旭川医科大学図書館特別利用に関する細則の一部を改正する細則を次のように定める。 
 

（令和６年３月１９日図書館長裁定） 
 

旭川医科大学図書館特別利用に関する細則の一部を改正する細則 
 

旭川医科大学図書館特別利用に関する細則（平成27年3月26日図書館長裁定）の一部について，下表右欄（「現行」欄）を同表左欄（「改正

後」欄）のように改正する。 
 

※下線部分は，改正箇所を示す。 
改正後 現行 

（略） 
(特別利用対象者) 
第2条 特別利用の対象は，次に掲げる者とする。 
(1) 旭川医科大学(以下「本学」という。)の役職員 
(2) 本学の学部学生 
(3) 本学の大学院学生及び研究生 
(4) 本学の名誉教授 
(5) 本学が受け入れた各種研究員，外国人研究者等 
(6) 本学に在職したことのある者 
(7) 本学を卒業又は修了した者 
(8) 地域の医療従事者 
(9) その他図書館長が認めた者 

（略） 
(特別利用対象者) 
第2条 特別利用の対象は，次に掲げる者とする。 
(1) 旭川医科大学(以下「本学」という。)の役職員 
(2) 本学の学部学生 
(3) 本学の大学院学生及び研究生 
(4) 本学の名誉教授 
(5) 本学が受け入れた各種研究員，外国人研究者等 
(6) 本学に在職したことのある者 
(7) 本学を卒業又は修了した者 
(8) 地域の医療従事者 
(9) その他図書館長が認めた者 

（申請手続） （申請手続） 
第3条 特別利用を希望する者は，館長に特別利用申請書（別記様式

1または別記様式2）を提出し，その許可を受けなければならず，

提出方法および申請可能な時期は，別途館長が定める。ただし，

前条第1号の者は，特別利用申請書の提出を省略することができ

る。また，前条第8号の者は，図書館利用申請書の提出を以てこれ

に代えることができる。 

第3条 特別利用を希望する者は，館長に特別利用申請書（別記様式

1または別記様式2）を提出し，その許可を受けなければならな

い。ただし，前条第1号及び第8号の者は，特別利用申請書の提出

を省略することができる。 

2 前条第2号の者は，特別利用の申請時に，館長が定める方式に従 2 前条第2号の者は，特別利用の申請時に，図書館が実施する利用
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って，本人確認及び利用説明を受けなければならない。 説明を受けなければならない。 
3 申請手続きは原則として年度単位とする。ただし，前条第2号か

ら第4号の者については，利用規程及び本細則に定める事項を理

解及び遵守し，かつ社会通念上一般的なマナー違反や迷惑行為に

及ばない限り，館長の判断により次年度の申請手続きを省略また

は利用期限を延長することができる。 

3 申請手続きは年度単位とする。 

（略） （略） 
(利用制限時間) (利用制限時間) 

第5条 特別利用実施期間においても，平日午前8時45分から午前9時
の間は，利用不可時間として入退館システムの切替及び開館準備

のため一旦退館しなければならない。なお，開館時間が変更とな

る日においては利用不可時間も延長される場合がある。 

第5条 特別利用実施期間においても，平日午前8時45分から午前9時
の間は，開館準備のため一旦退館しなければならない。 

(入退館手続き) (入退館手続き) 
第6条 特別利用における入退館時，次に掲げる事項を遵守しなけ

ればならない。 
第6条 特別利用における入退館時，次に掲げる事項を遵守しなけ

ればならない。 
(1) 入館の際は，本人の図書館利用証等を必ず持参すること。 (1) 入館の際は，本人の図書館利用証等を必ず持参すること。 
(2) 入退館の際は，一人ずつ図書館利用証等を出入口の装置に読

み込ませ，入退館の記録を残すこと。 
(2) 入退館の際は，一人ずつ図書館利用証等を出入口の装置に読

み込ませ，入退館の記録を残すこと。 
(3) 他の利用者を入退館させないこと。 (3) 他の利用者を入館させないこと。 
(4) 図書館利用証等は転貸しないこと (4) 図書館利用証等は転貸しないこと 

(特別利用の取消し) (特別利用の取消し) 
第7条 館長は，利用規程第21条に定める館内規律のほか，本細則に

定める事項に違反した者又は当該学年等に対し，当該年度の特別

利用の許可を取り消すとともに，以後の利用について許可しない

ことがある。 

第7条 館長は，利用規程第21条に定める館内規律のほか，本細則に

定める事項に違反した者又は当該学年等に対し，当該年度の特別利

用の許可を取り消すとともに，以後の利用について許可しないこと

がある。 
2 館長は，違反行為のほか，災害時等必要と認めた理由により図書

館の運営に支障があると判断した場合，特別利用を中止することがで

きる。 

2 館長は，違反行為等により図書館の運営に支障があると判断した

場合，特別利用を中止することができる。 
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3 違反行為またはその幇助をした者及びその疑いが生じた者は，図

書館からの問合せまたは呼び出しに対して，これに応じなければな

らない。なお，複数回にわたり応じない場合，館長は特別利用の許

可を取り消すことがある。（新設） 

 

  
  

附 則  
この細則は，令和６年４月１日から施行する。  

  
【改正理由】 

学部学生をはじめとする利用者への利便性向上および図書館情

報課の業務改善に資するため、所要の改正を行うものである。 

 

 


